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1.設置の目的と組織

審議会設置の目的

〇上下水道事業の持続可能な経営を図るため、適正な水道料金及び下水道使用料のあり方を
調査・審議することを目的とする。

審議会設置の根拠

〇附属機関の設置に関する条例（施行日：令和７年６月１７日）
〇長与町水道料金等審議会規則（施行日：令和７年６月１７日）

審議会の組織

〇委員数 ：１０人以内
〇委員構成：①学識経験を有する者

②公共的団体を代表する者
③水道及び下水道の使用者
④その他町長が認める者

〇委員任期：諮問に係る審議が終了したときまで
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２.審議会の役割

審議会の役割

審議会は、町長の諮問に応じ、水道料金、下水道使用料等の適正化を図るための調査、
審議及び意見の答申を行うものとする。（規則第２条）

町 民

長与町水道料金等
審議会

長与町長
（水道局）

審議会の情報公開

諮問
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１ 水道事業の概要 （R7.3月末時点）

給水開始年月： 昭和３５年１０月

計画給水人口： ３９，８０２人

行政区域内人口： ３９，２６９人

給 水 人 口 ： ３５，４４９人

年間配水量 ： ３，６１５，５９６㎥

有 収 率 ： ８９．３％

水 源 ： 地下水、表流水、ダム

浄 水 施 設 ： ６カ所

配 水 池 ： ２０カ所

管路総延長 ： ２５１.６㎞
給水区域及び主要施設位置図



２ 水道事業の現状について

２

⑴ 水需要の状況

少子高齢化による人口減少や節水機器の普及による節水型社会への
移行に伴って、有収水量は減少傾向にあります。
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⑵ 経営状況

令和５年度の決算においては、約７,６００万円の純利益を確保していま

すが、水需要の減少に伴い、給水収益は減少傾向にある一方で、老朽
化施設の更新・耐震化に係る費用や維持管理費は、増加傾向にありま
す。
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収益的収支の推移
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⑶ 水道施設の状況

水源、浄水施設、送配水施設、管路など数多くの水道施設があり、給水
開始以来稼働している第１浄水場を含め、主要施設は老朽化が進んで
います。

ⅰ）有形固定資産減価償却率の推移

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

長与町 50.4 50.7 51.1 49.90 49.10 50.00 50.80 51.70 52.00 52.8
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ⅱ） 管路の老朽化の現状
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長与町の管路（水道管）は、１９７０年代に布設されたものが多く、法定耐用年
数（４０年）を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、年々増加して
います。

【全国平均：25.37】
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長与町 27.39 27.98 26.76 26.83 27.22

類似団体 17.12 18.18 19.32 21.16 22.72
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３ 公営企業会計について

⑴ 基本原則

水道事業は、地方公営企業法によって経営しています。地方公営企業
とは、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置し、経営す
る企業です。

・常に企業の経済性を発揮
・公共の福祉を増進
・当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない
・特別会計

地方公営企業法、地方財政法より

⇒事業費は水道料金（※）で賄う独立採算制
※適正な料金であることが重要

６



⑵ 水道事業会計のしくみ

日々の事業を運営
するための取引

資本的
収支

収益的
収支

［収入］水道料金など
［支出］水道施設の維持管理費、

人件費、減価償却費など

水道施設の整備や
更新のための取引

［収入］借入金など
［支出］水道施設を建設する工事費、

更新する工事費など

内部留保
資金

将来水道施設を整備
するための貯金

利益の積立や現金が減らない支出（減価償却費）
の計上により生じた資金

純利益を積立 不足分を補填

（補てん財源）
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⑶ 令和5年度決算状況及び今後の推移

純利益が下がると施設の老朽化対策・耐震化のために必要となる資金が積み立てら
れず、安定した水道事業の経営ができなくなります。

収益的収支で生じた純利益

水道施設の整備や更新の
ために必要な資金
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◎審議会及び料金改定スケジュール（案）

令和６年度　長与町水道事業経営戦略策定
（投資・財政計画の作成）

町長からの諮問（令和7年8月　第１回審議会）

審議会（令和7年8月～令和8年１０月）

　※審議回数：４～６回

町長への答申（令和８年１０月中旬）

経営分析・財政試算・投資試算

※中長期的な視点に立ち、効率的かつ効果的に水
道施設を管理運営すること

条例改正案提出（令和８年１２月）

アセットマネジメント※（資産管理）

・水道料金適正化の審議

・水道料金改正案の検討

令和９年１月～

広報・HPにて住民周知

令和９年１０月～

料金改定



 

   長与町水道料金等審議会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、附属機関の設置に関する条例（昭和３８年条例第１４号）第２条の

規定の規定に基づき、水道料金、下水道使用料等について調査及び審議するため、長与

町水道料金料等審議会（以下「審議会」という。）の組織、委員及び運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道料金、下水道使用料等の適正化を図るための

調査、審議及び意見の答申を行うものとする。 

 （組織及び任期） 

第３条 審議会は、１０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 公共的団体を代表する者 

 (3) 水道及び下水道の使用者 

 (4) 前３号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者 

３ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、委

員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員が

その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱された後の最初の会議は、町長

が招集するものとする。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

 （秘密保持） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、水道局上下水道課において処理する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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